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１ 重要な指摘事項に係る措置事項 

 

【産業労働部 現地機関】 

 

監 査 対 象 機 関 名 産 業 技 術 学 院 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 1 月 2 6 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 契約事務で適正でないものがあっ

た。 

① -① 一者随意契約で、見積依頼を

行ったにもかかわらず、その後、

見積書の徴取及び見積決定をし

ていなかった。 

また、支出負担行為を行うこ

となくパンフレット等を制作し

ていた。 

 

事 項 名  

産業技術学院令和 4 年度用パンフ

レット・リーフレット制作 

契約年月日 令和 3年 12 月 14 日 

契 約 期 間 令和 3年 12 月 14 日～ 

令和 4 年 2 月 28 日 

契 約 額 638,000 円 

納 品 日 令和 4年 2月 28 日 

見積決定すべき日 

令和 3 年 12 月 14 日まで 

見積決定決裁月 

令和 4 年 3 月 

支出負担行為すべき日 

令和 3 年 12 月 14 日 

支出負担行為月  

令和 4年 3月  

職業訓練指導員が会計事務を担当

する場合、総務企画課が進捗管理や

事務指導を行うようにする。 

また、年度当初に予算や前年度の

実績に作成した工程表をもとに、進

捗を管理する。 

契約や支出事務に必要な見積書・納

品書・請求書については、総務企画課

が管理することで、事務の忘却や遅延

を防止する。 
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① -② 委託業務の完了検査で遅延し

ているものがあった。 

 

委 託 名  

委託訓練 IT 初級～中級連続科

（佐賀・9月開講）就職状況確認  

調査及び就職支援経費 

契約年月日 令和 3年 6月 28 日 

契 約 期 間 令和 3年 6月 28 日～ 

令和 4 年 4 月 7日 

契 約 額 1,364,000 円  

報告書提出日 

令和 4 年 4 月 6日 

完了検査日 

令和 4 年 5 月 9日 

完了検査期限 

令和 4 年 4 月 15 日 

委託業務の完了報告書が提出され

たとき、その時点における担当者の業

務状況を踏まえ、完了検査が間に合わ

ないと判断した場合は、担当外の職員

に完了検査を行わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① -③ 委託業務の検査完了後の支出

で遅延しているものがあった。 

委 託 名  

特別支援学校における委託訓練

（飲料品製造補助科） 

契 約 額 99,000 円 

検査完了年月日 

令和 3 年 12 月 3 日 

請求年月日  

令和 3 年 12 月 3 日 

支 払 日 令和 4年 3月 31 日 

新たに作成する、事務処理に係る

チェックリストをもとに、支出事務

の進捗を担当者と上司の両者でチェ

ックする。 
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【農林水産部 現地機関】 

 

監 査 対 象 機 関 名 佐 賀 中 部 農 林 事 務 所 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 1 月 3 0 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 支出事務に関し適正でないものがあ

った。 

  工事支障物件移転の変更支出負担行

為が遅延していた。 

  また、検査確認日を遡って記入して

いた。 

 さらに、支払が遅延していた。 

 

事 項 名  

県営経営体育成基盤整備事業物件 

移転契約 

当初契約年月日 令和 3年 3月 29 日 

当初補償金額 16,922,668 円 

履 行 期 限 令和 3年 9月 30 日 

変更支出負担行為すべき日 

   令和 3年 8 月 31 日 

変更支出負担行為月 令和 4 年 3 月 

変更後補償金額   

17,141,968 円（219,300 円増）  

移転完了日  令和 3年 9月 6日 

完了報告書受領日 令和 3年 9月 6日 

検査確認日  令和 4年 3月 24 日 

検査確認書記載日 令和 3年 9月 7日 

請 求 日 令和 4年 3月 25 日 

支払年月日  令和 4 年 3 月 31 日 

 

同様の事例が発生しないよう職員に

対して周知徹底を図った。 

今後は、支出負担行為及び支出命令

の遅延が生じないよう、組織としての

チェック体制を強化し、執行管理を確

実に行うことにより、適切な事務処理

に努める。 
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【県土整備部 現地機関】 

 

監 査 対 象 機 関 名 佐 賀 土 木 事 務 所 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 2 月 2 7 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 工事費で積算額を誤っているものが

あった。 

橋梁補修工事で、数量総括表の処理

量 0.06 ㎥で積算すべきところ、他の

区分欄の数値を処理量と誤認し、0.61

㎥で積算していたため過大積算となっ

ていた。 

 

工 事 名  

道橋補助 第 1119208-001 号  

国道 208 号道路橋りょう補助工事 

（橋梁補修工）（令和 2年度国 3 

次補正） 

契 約 額  20,785,600 円 

契 約 日  令和 3年 5月 14 日 

工 事 期 間  令和 3年 5月 14 日～ 

令和 4 年 3 月 9日 

積算額（正）  19,338,000 円 

（誤）  22,594,000 円 

差額（過大）  3,256,000 円 

過大積算額 

（契約額ベース） 2,995,300 円 

         

 指摘後、同様の事例が生じないよう

所内会議等において職員への周知徹底

を図った。 
また、県の設計積算システムに入力

する項目に応じた数量を「数量総括表」

に計上するよう速やかに記載内容を見

直した。 
請負業者には状況説明を行い、過払

い分の返還手続きについて協議を行っ

ている。 
今後は、適正な事務執行に努める。 
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監 査 対 象 機 関 名 唐 津 土 木 事 務 所 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 2 月 2 7 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 道路占用許可に係る調定で遅延して

いるものがあった。 

 

件     名 道路橋りょう使用料 

調 定 金 額 15,700,787 円（年額） 

許 可 期 間 令和 3年 10 月 1 日～ 

令和 8 年 9 月 30 日 

調定すべき日 令和 3 年 10 月 1 日 

調定年月日  令和 4 年 1月 25 日        

 事案確認後、速やかに調定スケジュ

ール及び進捗管理体制の見直しを行

い、チェック体制の強化を行った。 
指摘後、所内の類似の事務処理を行

う担当を含め、そのスケジュール、進捗

管理体制及び事務フローの確認と周知

を行った。 
今後も適正な事務執行に努める。 
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２ その他指摘事項・検討事項に係る措置事項 

 

【地域交流部 現地機関】 

 

監 査 対 象 機 関 名 博 物 館 ・ 美 術 館 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 2 月 1 2 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 企画コンペで最低基準点を定めた

ことを公示していないものがあっ

た。 

今後は、「佐賀県業務委託プロポーザ

ル方式・企画コンペ方式実施要領」の規

定を遵守し、適切な事務処理に努める。 

② 工事の写真管理で適正でないもの

があった。 

今後は、適切な工事写真の管理に努

める。 

③ 予定価格の積算で適正でないもの

があった。 
予定価格の積算においては、県土整

備部の取扱い等も参考にしながら、財

務規則等関係法令等を踏まえて適切に

行っていく。 

 

監 査 対 象 機 関 名 名 護 屋 城 博 物 館 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 1 月 1 9 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 物品で受入手続や財務経営システ

ムへの入力が遅延しているものがあ

った。 

 

 今後は、財務規則に基づき適切に物

品の受入手続きを行うとともに、備品

台帳登録（財務経営システムへの入力）

は複数の職員で確認するなど改善に努

める。 
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【県民環境部 現地機関】 

 

監 査 対 象 機 関 名 図 書 館 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 2 月 1 3 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 予定価格の積算で適正でないもの

があった。 
同様の事例が生じないよう会計事務

チェックシートの活用について職員へ

の周知徹底を図るとともに、決裁段階

においても予定価格の積算が適正であ

るか確認を徹底することとした。 

今後は、適切な事務処理に努める。 
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【健康福祉部 現地機関】 

 

監 査 対 象 機 関 名 佐 賀 中 部 保 健 福 祉 事 務 所 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 2 月 1 9 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 収入未済があった。（生活保護費返

還金） 
 居住等状況調査、電話連絡及び世帯

訪問を継続して行い、収入未済額の解

消に努める。 

 

監 査 対 象 機 関 名 鳥 栖 保 健 福 祉 事 務 所 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 2 月 1 3 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 収入未済があった。（生活保護費返

還金） 
居住等状況調査、電話連絡及び世帯

訪問を継続して行い、収入未済額の解

消に努める。 

 

  監 査 対 象 機 関 名 唐 津 保 健 福 祉 事 務 所 

   監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 2 月 2 1 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 犬猫引取り申請手数料の徴収金額

を誤り、翌年度に追徴しているものが

あった。 

 

 当所の許認可に係る手数料を再確認

し、一覧表作成後、職員に周知した。 

 また、改正通知文書等の収受処理、徴

収担当課と総務担当の情報共有を確実

に行うよう申し合わせた。 

 今後は、適切な事務処理に努める。 

② 定期刊行物を翌年度予算で支払っ

ているものがあった。 

 

再発防止を周知徹底するとともに、

事務所での支出を総務事務センター

（共通費）支出へ切替え、支出漏れがな

いようにした。 

 今後は、適切な事務処理に努める。 
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③ 公用車のガソリン代で立替払によ

り支出しているものがあった。 

 

新 規 採 用 職 員 に 会 計 事 務 e    

ラーニングを再度確認させた。 

また、課長会議で注意喚起を促すと

ともに全職員にメールで再認識させ

た。 

今後は、適切な事務処理に努める。 

 

  監 査 対 象 機 関 名 伊 万 里 保 健 福 祉 事 務 所 

   監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 2 月 1 9 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 収入未済があった。（生活保護費

返還金） 

 

 居住等状況調査、電話連絡及び世帯

訪問を継続して行い、収入未済額の解

消に努める。 

 

監 査 対 象 機 関 名 杵 藤 保 健 福 祉 事 務 所 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 2 月 2 0 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 収入未済があった。（生活保護費返

還金） 
居住等状況調査、電話連絡及び世帯

訪問を継続して行い、収入未済額の解

消に努める。 

② 母子父子寡婦福祉資金貸付金の収

入未済で、債権放棄の手続について

検討を要するものがあった。 

他保健福祉事務所の状況も参考にし

ながら、当所の対象者に対する現状調

査を行うなど、債権放棄の可能性につ

いて検討する。 
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監 査 対 象 機 関 名 総 合 福 祉 セ ン タ ー 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 2 月 2 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 収入未済があった。（児童福祉費

負担金） 

 

文書や電話による督促を行うととも

に、保護者との面談時に納入の働きか

けを行うなど、収入未済額の解消に努

める。 

② 検査完了後の支出で遅延している

ものがあった。 
所内職員に対し、再発防止を周知 

徹底するとともに、支出事務担当者の

上司が定期的に支払状況を確認するこ

ととした。 

今後は、適正な事務処理に努める。 

 

監 査 対 象 機 関 名 食 肉 衛 生 検 査 所 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 1 月 1 1 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 仕様書に記載された勤務日数が予

定価格積算の勤務日数と異なってい

るものがあった。 

仕様書に定める内容と予定価格 積

算の前提となる数値が整合している

か、決裁段階においても十分に確認す

るようにした。 

今後は、適正な事務処理に努める。 
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【農林水産部 現地機関】 

 

監 査 対 象 機 関 名 佐 賀 中 部 農 林 事 務 所 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 1 月 3 0 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

② 工事費の積算額で誤っているもの

があった。 

同様の事例が生じないよう職員に対

して周知徹底を図った。 

今後は、適切な事務処理に努める。 

③ 工事の安全確保で不十分なものが

あった。 

今後は、工事現場での安全確保のた

め、施工業者に対して適切な指導を行

い、工事の安全管理に努める。 

 

監 査 対 象 機 関 名 杵 藤 農 林 事 務 所 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 2 月 1 6 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 請求書の日付を砂消しゴムで修正

しているものがあった。 
職員に対し、請求書の日付を修正し

てはならないことを周知した。 

また、請求書の記載内容に誤りがあ

れば、再提出を求めることとした。 

 今後は、適切な事務処理に努める。 

 

監 査 対 象 機 関 名 農 業 試 験 研 究 セ ン タ ー 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 1 月 2 3 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 増額した額で変更契約を締結すべ

きところ、増加後の金額で契約して

いるものがあった。 

職員に再発防止を周知徹底した。ま

た、令和 4 年 8月 23 日付け会第 1456

号「佐賀県随意契約ガイドラインにつ

いて」の通知を再度供覧し確認を行っ

た。 

今後は、適切な事務処理に努める。 
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監 査 対 象 機 関 名 農 業 大 学 校 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 2 月 6 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 領収証書の発行事務で適正でない

ものがあった。 

 領収書発行時、記載漏れ等がないか

複数人で再確認することとした。 
今後は、適切な事務処理に努める。 

② 契約事務で事前承認手続がなされ

ていないものがあった。 

契約事務の事前承認（佐賀県財務規

則第 100 条）について、職員に周知徹

底を行った。 

今後は、適切な事務処理に努める。 

③ 売却した物品で財務経営システム

へ入力されていないものがあった。 

管理換受入れ手続き時、財務経営シ

ステム入力の写しを添付し、入力漏れ

がないよう確認することとした。 

今後は、適切な事務処理に努める。 

 

監 査 対 象 機 関 名 果 樹 試 験 場 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 1 月 1 9 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

①  入札参加資格の設定に誤りがあ

るものがあった。 

今後は、工事対象物を財産台帳で確

認するとともに、必要に応じ建設・技

術課に相談することとし、適切な事務

処理に努める。 

また、入札参加資格審査委員会（係

長以上で構成）の資料に、対象地区等

の資格要件を付け、入札参加資格の確

認を行うこととした。 
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監 査 対 象 機 関 名 中 部 家 畜 保 健 衛 生 所 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 1 月 3 1 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 過去に譲受された物品の受入手続

を行っていなかったものがあった。 

 改めて担当職員に関係規定等を確認

させ、同様の事例が発生しないよう周

知徹底を図った。 
今後は、適切な事務処理に努める。 

 

監 査 対 象 機 関 名 玄 海 水 産 振 興 セ ン タ ー 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 1 月 3 0 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 検査完了後の支出で遅れているも

のがあった。 

請求書提出依頼にあたっては、依頼

日時内容等を記録することとした。 

また、請求書提出が２週間以上遅れ

た場合、その旨を総務課に通知し、改

めて提出を依頼することとした。 

特に個人業者の場合、請求等の事務

負担を減らすように、委託業務内容や

事務手続を見直すこととした。 

今後は、適切な事務処理に努める。 
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【県土整備部 現地機関】 

 

監 査 対 象 機 関 名 佐 賀 土 木 事 務 所 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 2 月 2 7 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

② 設計委託業務の履行確認で検収が

不十分なものがあった。 
今後は、成果品の履行確認を十分に

行い、適正な事務執行に努める。 

 

監 査 対 象 機 関 名 東 部 土 木 事 務 所 

監 査 執 行 年 月 日 
令 和 5 年 1 月 2 4 日 

令 和 5 年 1 月 2 5 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 変更支出負担行為で遅延している

ものがあった。 

今後は、事務手続きの執行管理を徹

底し、適正な事務処理に努める。 

② 設計委託業務の履行確認で検収が

不十分なものがあった。 

今後は、成果品の履行確認を十分に

行い、適正な事務執行に努める。 

③ 工事で共通仕様書のとおり施工し

ていないものがあった。 

指摘後、該当箇所の品質に問題がな

いことを確認するとともに、当該施工

業者に、適正な施工管理を行うようあ

らためて指導した。さらに、同様の事例

が生じないよう職員への周知徹底を図

った。 

④ 工事費の積算で適正でないものが

あった。 

指摘後、同様の事例が生じないよう

職員への周知徹底を図った。 

今後は、これまで以上に確認を行う

など、チェック体制を強化する。 
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監 査 対 象 機 関 名 唐 津 土 木 事 務 所 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 2 月 2 7 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

② 収入未済があった。（弁償金ほか） 引き続き、臨戸訪問及び電話督促等

により、収入未済の解消に努める。 

③ 公募型プロポーザル方式による随

意契約で最低基準点が設定されてい

ないものがあった。 

当該事案以降の同様の契約について

は適正な事務処理を行っており、指摘

後、改めて「佐賀県業務委託プロポー

ザル方式・企画コンペ方式実施要領」

を確認し、職員への周知徹底を図っ

た。 

今後は、適切な事務処理に努める。 

④ 工事の施工管理で適正でないもの

があった。 

指摘後、同様の事例が生じないよう

職員への周知徹底を図った。 

指摘のあった施工管理の在り方につ

いては、全土木事務所共通の課題であ

ることから建設・技術課に整理を依頼

している。 

今後は適切な施工管理に努める。 

 

監 査 対 象 機 関 名 伊 万 里 土 木 事 務 所 

監 査 執 行 年 月 日 
令 和 5 年 1 月 1 6 日 

令 和 5 年 1 月 1 7 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 港湾使用料の調定で遅延している

ものがあった。 
指摘後、業務マニュアルを作成する

とともに、上司によるスケジュール管

理の徹底を図った。 

今後は、適正な事務執行に努める。 

② 収入未済があった。（港湾使用料ほ

か） 
引き続き、臨戸訪問及び電話督促等

により、収入未済の解消に努める。 
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③ 仕様書に定める書類を提出させて

いないものがあった。 
指摘後、委託業者に提出させた。 

また、同様の事例が生じないよう職

員への周知徹底を図った。 

今後は、適正な事務執行に努める。 

④ 設計委託事務で適正でないものが

あった。 
指摘後、同様の事例が生じないよう

職員への周知徹底を図った。 

今後は、組織としてのチェック体制

をさらに強化し、適正な事務執行に努

める。 

⑤ 工事の施工管理で適正でないもの

があった。 
指摘後、業者に対し仕様書等の確認

を依頼した。 

今後は、適正な施工管理に努める。 

 

監 査 対 象 機 関 名 杵 藤 土 木 事 務 所 

監 査 執 行 年 月 日 令 和 5 年 2 月 2 8 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 支払で遅延しているものがあった。 今後は、組織としてのチェック体制

をさらに強化し、適正な事務執行に努

める。 
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【教育委員会所管の教育機関等】 

 

監 査 対 象 機 関 名 佐 賀 西 高 等 学 校 
監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 0 月 1 3 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 物品（パソコン）に損害を与えてい

るものがあった。 

 

指摘後、職員に対し再発防止の周知

徹底を行った。 

具体的には、学期に 1 回程度、職員

会議等で担当職員より再発防止の周知

徹底、及び物品（パソコン）の取扱い

に関する注意喚起を行うこととした。 

また、パソコンの保護カバーを購入

することとした。 

今後は、学校物品の適正管理に努め

る。 

 

監 査 対 象 機 関 名 唐 津 東 高 等 学 校 
監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 0 月 2 4 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 高速道路を利用した出張で高速料

金を支出していないものがあった。 

指摘後、速やかに支出を行い、職員

に対し、再発防止の周知徹底を行っ

た。 

具体的には、旅費・歳出・私会計担

当に高速料金の支出要件について改め

て説明を行った。 

今後は、適切な事務処理に努める。 
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監 査 対 象 機 関 名 鹿 島 高 等 学 校 
監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 0 月 2 4 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 空調設備使用許可に係る管理費の

調定で金額を誤っているものがあっ

た。 

指摘後、職員に対し、再発防止の周

知徹底を行った。 

具体的には、積算のための資料を毎

回添付し、職員間の声掛けとチェック

体制の強化を図ることとした。 

今後は、適切な事務処理に努める。 

② 資金前渡の支出事務で適正でない

ものがあった。 

指摘後、職員に対し、再発防止の周知

徹底を行った。 

具体的には、職員間の声掛けとチェ

ック体制の強化を図ることとした。 

今後は、適切な事務処理に努める。 

 

監 査 対 象 機 関 名 唐 津 南 高 等 学 校 
監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 1 月 1 5 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 売却した物品で財務経営システ

ムへの入力が遅れているものがあ

った。 

指摘後、職員に対し、再発防止の周

知徹底を行った。 

具体的には、備品管理システムの取

扱い及び物品管理事務の手引きを確認

させながら、業務の進捗管理をしてい

くこととした。 

今後は、適正な事務処理に努める。 
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監 査 対 象 機 関 名 高 志 館 高 等 学 校 
監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 1 月 9 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 週休日の出張で振替を行っていな

いものがあった。 

 

指摘後、職員に対し再発防止の周知

徹底を行った。 

具体的には、出張伺提出時に、振替

希望日の記載を徹底するようにした。 

今後は、適切な事務処理に努める。 

 

監 査 対 象 機 関 名 佐 賀 工 業 高 等 学 校 
監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 1 月 2 4 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 領収証書を交付していないものが

あった。 

 

指摘後、職員に対し、再発防止の周

知徹底を行った。 

具体的には、領収書発行の際には、

複数の職員で確認を行うこととした。 

今後は、適切な事務処理に努める。 

② 部活動の生徒引率に係る私有車の

使用で適正でないものがあった。 

 

指摘後、職員に対して指導及び注意

喚起を行った。 

具体的には、出張伺の回覧時に旅費

担当と教務とで出張内容の確認、必要

書類の添付漏れがないか確認を行うこ

ととした。 

今後は、適切な事務執行に努める。 
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監 査 対 象 機 関 名 唐 津 工 業 高 等 学 校 
監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 1 月 8 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① エアコンで使用許可を得ずに設置

されているものがあった。 

 

指摘後、速やかに使用許可の手続き

を行い、職員に対し、再発防止の周知

徹底を行った。 

具体的には、年に２回程度、職員会

議等で使用許可に関する周知を行うこ

ととした。 

今後は、適切な事務処理に努める。 

 

監 査 対 象 機 関 名 鳥 栖 工 業 高 等 学 校 
監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 1 月 2 4 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 雑入の調定で遅延しているものが

あった。 

指摘後、職員に対し、再発防止を周

知徹底するとともに、会計事務の研修

を行った。 

具体的には、年に 1回程度、会計事

務の研修を行うこととした。 

今後は、適切な事務処理に努める。 

② 資金前渡の支出事務で適正でない

ものがあった。 

 

指摘後、職員に対し、再発防止を周

知徹底するとともに、会計事務の研修

を行った。 

具体的には、年に 1回程度、会計事

務の研修を行うこととした。 

今後は、適切な事務処理に努める。 
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監 査 対 象 機 関 名 有 田 工 業 高 等 学 校 
監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 1 月 2 5 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① エアコン等で使用許可を得ずに設

置されているものがあった。 

指摘後、速やかに使用許可を行い、

職員に対し、再発防止の周知徹底を行

った。 

具体的には、職員朝礼にて、団体等

が設備等を設置する場合は、学校に使

用許可手続きを行う必要があることの

周知・指導を行った。 

また、事務マネジメントの対応策に

記載のとおり、学校内の財産確認を毎

年行い、台帳（公有財産・使用許可）

に記載されていない財産がないか確認

することとした。 

今後は、適切な事務処理に努める。 

 

監 査 対 象 機 関 名 多 久 高 等 学 校 
監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 1 月 2 8 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 部活動の生徒引率に係る私有車の

使用で適正でないものがあった。 

指摘後、職員に対し、再発防止の周

知徹底を行った。 

具体的には、出張者からの出張伺提

出の際、私有車承認願の添付がなけれ

ば、決裁しないよう取扱いを改めた。 

今後は、適切な事務処理に努める。 
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監 査 対 象 機 関 名 嬉 野 高 等 学 校 
監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 2 月 6 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 物品（AC アダプタ）で亡失してい

るものがあった。 

指摘後、生徒及び職員に対して再発

防止の周知徹底を行った。 

具体的には、担当職員から各学期に

1回以上、全校集会や職員会議等で物

品の取扱いに関する注意喚起を行うこ

ととした。 

今後は、学校物品の適正管理に努め

る。 

② 部活動の生徒引率に係る私有車の

使用で適正でないものがあった。 

 

指摘後、職員に再発防止の周知徹底

を行った。 

具体的には、担当職員から年度初め

や各学期に 1回以上、職員会議等で部

活動の生徒引率に係る私有車使用に関

する注意喚起を行うこととした。 

今後は、適切な事務処理に努める。 
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【公安委員会所管の警察署】 
 

監 査 対 象 機 関 名 佐 賀 北 警 察 署 
監 査 執 行 年 月 日 令 和 4 年 1 1 月 1 5 日 

(監査の結果) (措置の内容) 

① 電気料の支払が遅延し延滞利息を

支払っているものがあった。 

関係書類を複数の担当者で確認する

とともに、各決裁権者がより詳細に内

容を精査することとした。 

今後は、適切な事務処理に努める。 
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